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「経済財政運営と改革の基本方針 2024」及び「規制改革実施計画」等の

閣議決定を受けて（コメント） 

 

 

政府は 6 月 21 日、「経済財政運営と改革の基本方針 2024」及び「規制

改革実施計画」等を閣議決定しました。 

基本方針 2024 では、我が国経済のデフレからの完全脱却を経済財政運

営における最重要課題として、引き続き成長と分配の好循環及び賃金と

物価の好循環の実現とともに、社会課題の解決と持続的な経済成長の実

現に向け、戦略的な投資を速やかに実行していく方針が、また、経済・財

政・社会保障に関しては、長期的な制度の持続可能性を確保する方針が示

されています。これに先立ち、厳しい財政事情の中、令和６年度調剤報酬

改定において薬局職員の賃上げを実施すること等の観点から調剤基本料

が引き上げられたことは、疲弊する薬局の経営状況が理解されたものと

受け止めていますが、公定価格である保険調剤は急激な物価上昇等によ

る経費増を直ちに価格転嫁できないことを踏まえると、必ずしも満足と

は言い難く、政府におかれては今後の物価上昇や経済状況等を考慮し、継

続的な賃上げ実施が可能となるよう、必要な対策を検討・実施すべきと考

えます。 

医療・介護・こどもＤＸ分野については、医療ＤＸの推進に関する工程

表に基づき全国医療情報プラットフォームの構築を目指し、電子カルテ

の導入や電子カルテ情報の標準化、診療報酬改定ＤＸ、ＰＨＲの整備・普

及の推進と平仄を合わせ、「調剤録等の薬局情報のＤＸ・標準化の検討を

進めること」が明記されました。薬局情報の標準化等に言及がなされたこ

とは、シームレスな医療・介護連携、多職種連携、薬局・薬剤師業務の質

的向上に向けた大きな一歩であり、質の高い医療・介護サービスを実現す

るため、薬局も医療ＤＸに遅れることなく適切に対応し、その実現に向け

て取り組んで参ります。その際、業務のＤＸに係る薬局の費用負担の大き

さから、その波に取り残される薬局がないよう、引き続き適切な財政等の

措置が必要と考えます。 

2025 年度薬価改定につきましては、イノベーションの推進、安定供給

確保の必要性、物価上昇など取り巻く環境の変化等への配慮がなされた

点は評価できるものの、７年連続で実施された薬価改定による製薬企業、

医薬品卸売販売業、そして薬局に至る一連のサプライチェーン全体への

財政的影響や、度重なる薬価改定による薬局経営等への影響にも目配り

の利いた、国民が適時・適切に医薬品を入手可能とする抜本的な対策も必

要と考えます。 



－2－ 

 

一方、同日閣議決定された規制改革実施計画では、「デジタル技術を活

用した新たな医薬品販売業の実現」や「在宅医療における円滑な薬物治療

の提供」など、医薬品販売制度や医薬品提供体制に係る項目が引き続き掲

げられています。本会では、都道府県薬剤師会・地域薬剤師会とともにこ

うした課題解決に向け、地域における薬局機能（外来・在宅・その他）及

び夜間・休日輪番薬局等のリスト化とその周知を図っており、第８次医療

計画における在宅医療提供体制の整備等のためにさらに取り組んで参り

ます。また、規制改革の求めに応ずるべく新区分された機能性表示食品に

より発生した今般の広範な健康被害に鑑みると、本会としては、医薬品の

販売制度に関する検討会とりまとめや薬局・薬剤師の機能強化等に関す

る検討会での議論を踏まえ、医薬品はもとより、たとえそれが機能性表示

食品を含む「いわゆる健康食品」といえども他人任せにせず、専門家たる

薬剤師や販売にかかる資質を持った者が、健康被害情報の収集や国民へ

の正しい情報の提供等を通じ、必要な方に必要な薬剤等を必要な時に過

不足なく速やかに責任を持って提供できる仕組みの構築を目指して参り

ます。 

本会においては、今回の閣議決定を受け、賃上げが実施できる環境整備

を図り、中長期的な社会の構造変化に耐え得る強靭で持続可能な全世代

型社会保障システムの下で、薬局機能を強化し、医療計画と整合性のとれ

た医薬品提供体制の構築、セルフケア・セルフメディケーションへの支援、

薬事衛生活動の推進やＤＸにより質の高い薬剤師サービスの提供に取り

組み、地域行政当局との更なる連携強化を図り、地域の薬局が相互に連

携・協力する成熟した「医薬分業制度」を確立し、国民の健康な生活を確

保すべく努めていく所存です。 

 

令和６年６月 24 日 
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